
５月 教育長 教育行政報告 

 

令和３年 

４月３０日（金） 部長会議 

         第１回甲賀市男女共同参画推進本部本部会 

         第１回行政改革推進本部会議 

         事業執行安全管理体制審査委員会 

５月 ６日（木） 第１８回みなくちチャリティーゴルフ大会チャリティー募金目録 

贈呈 

    ７日（金） 令和３年度第１回滋賀県都市教育長会 

          令和３年度甲賀市スポーツ少年団委員総会 

   １０日（月） 湖東信用金庫水口支店衛生用品目録贈呈 

          令和３年度教科用図書第二採択地区代表協議会 

令和３年度教科用図書第二採択地区第１回協議会 

   １２日（水） 第２回学校経営等協議会 

   １３日（木） 令和３年度第１回人事にかかる学校訪問 

（柏木小学校、水口小学校、多羅尾小学校） 

   １４日（金） 第６５回滋賀県人権教育研究大会（甲賀湖南大会）第１回主催者 

会議 

１７日（月） 令和３年度第１回人事にかかる学校訪問 

（甲南第二小学校、甲南第三小学校、甲南中部小学校） 

甲賀市・湖南市広域行政協議会総会 

   １８日（火） 湖南市教育委員会教育長来庁 

   １９日（水） 第２回校務運営等協議会 

          令和３年第６回甲賀市教育委員会委員協議会 

   ２０日（木） 水口ライオンズクラブ挨拶 

   ２４日（月） 令和３年度第１回人事にかかる学校訪問 

（土山小学校、布引分教室、大野小学校、土山中学校） 

   ２５日（火） 令和３年度第１回人事にかかる学校訪問 

（貴生川小学校、油日小学校、城山中学校） 

   ２６日（水） 新任校長研修 

          令和３年第６回甲賀市教育委員会定例会 

   

資料２
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令和３年第４回甲賀市議会定例会報告案件について 

 

 

１ 報告案件（教育委員会関係） 

（１）令和２年度甲賀市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  （単位：千円） 

項 事業名 金額 翌年度繰越額 

小学校費 ＩＣＴ教育環境整備事業 35,117 25,121 

中学校費 
ＩＣＴ教育環境整備事業 22,918 16,394 

城山中学校大規模改造事業 739,644 739,644 

  計 797,679 781,159 
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議案第３５号 

 令和３年第４回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取

について 

 上記の議案を提出する。 

   令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   

資料５ 



令和３年第４回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に係る教育委員会会の意

の意見聴取について 

 令和３年第４回甲賀市議会定例会（６月）に提出される議案のうち別紙の教育に

関する事務に係る議案への地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見について、異議のない旨甲賀市長に

答申することにつき、教育委員会の議決を求める。 



議案第３５号別紙 

 

令和３年第４回甲賀市議会定例会（６月）提出議案（教育委員会関係） 

 

１ 補正予算案件 

（１）令和３年度甲賀市一般会計補正予算（第３号） 

≪甲賀市議会 議案第５１号≫ 

  （第１表） 歳入 △１，０７３千円 歳出 ９０４千円 

   歳入 

教育費国庫補助金（中学校費国庫補助金） 1,698 千円 

 公立学校情報機器整備費補助金 1,698 千円 

教育費寄附金（小中学校費寄附金） 584 千円 

 教育振興寄附金 584 千円 

教育振興基金繰入金（教育振興基金繰入金） △3,355 千円 

 教育振興基金繰入金 △3,355 千円 

                          合計 △1,073 千円  

 

歳出 

小学校費  283 千円 

 教育振興費 小学校教育振興事務費 283 千円 

中学校費  371 千円 

 教育振興費 中学校教育振興事務費 371 千円 

社会教育費  250 千円 

 図書館費 図書館管理事務費 250 千円 

合計 904 千円 

 



 

 

 

議案第３６号 

臨時代理につき承認を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   
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臨時代理につき承認を求めることについて 

 甲賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則の制定については、甲賀市教育 

委員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号） 

第４条の規定により、次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告 

し、承認を求める。 

 

                                      

 

臨時代理第１１号 

甲賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則の制定について 

甲賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則を制定することにつき、甲賀市 

教育委員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８

号）第４条の規定に基づき、臨時代理する。 

 

   令和３年５月７日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   

 



甲賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則 

甲賀市教職員住宅管理規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

  甲賀市教職員住宅使用料 

 甲賀市信楽町江田教職員住宅 

  鉄筋コンクリート造２階建 第１号室から第６号室まで 

  使用料 月額 ５，０００円（１戸当たり） 

付 則 

この規則は、令和３年５月７日から施行する。 

 



1/1 

甲賀市教職員住宅管理規則新旧対照表 

改正案 現行 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

甲賀市教職員住宅使用料 甲賀市教職員住宅使用料 

   甲賀市信楽町江田教職員住宅 １ 甲賀市信楽町江田教職員住宅 

鉄筋コンクリート造２階建 第１号室から第６号室まで 鉄筋コンクリート造２階建 第１号室から第６号室まで 

使用料 月額 ５，０００円（１戸当たり） 使用料 月額 ５，０００円（１戸当たり） 

 ２ 甲賀市土山町鮎河教職員住宅 

 木造 平屋建 西棟号及び東棟号 

 使用料 月額 １３，０００円（１戸当たり） 

   付 則  

 この規則は、令和３年５月７日から施行する。  

 



 

 

 

議案第３７号 

臨時代理につき承認を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   
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臨時代理につき承認を求めることについて 

 甲賀市教育委員会所管行政財産の所管替えについては、甲賀市教育委員会教育長 

に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定 

により、次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を求 

める。 

 

                                      

 

臨時代理第１２号 

甲賀市教育委員会所管行政財産の所管替えについて 

甲賀市教育委員会所管行政財産の所管替えすることにつき、甲賀市教育委員会教 

育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の

規定に基づき、臨時代理する。 

 

   令和３年５月１３日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   

 



甲賀市教育委員会所管行政財産の所管替えについて  

次のとおり教育財産の所管替えをすることについて、甲賀市教育委員会教育長に

対する事務委任等規則（平成１６年教育委員会規則第８号）第４条の規定に基づき、

教育委員会に報告し承認を求める。  

 

１ 教育財産の内容  

  土地の名称  甲賀市土山町鮎河教職員住宅  

  所 在 地  甲賀市土山町大字鮎河字モタレ１２０６番 

  地   目  宅地  

  面   積  ５１９．８２㎡  

 

  土地の名称  甲賀市土山町鮎河教職員住宅  

  所 在 地  甲賀市土山町大字鮎河字モタレ１２０７番１  

  地   目  宅地  

  面   積  ２１８．１８㎡  

   

２ 所管替えの理由  

  甲賀市土山町鮎河教職員住宅の利用が見込まれないことによる。  

 

３ 所管替えする期日  

  令和３年５月１３日  

 



甲賀市土山町鮎河教職員住宅位置図

旧鮎河小学校



 

 

 

議案第３８号 

甲賀市教職員住宅管理規則を廃止する規則の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   

 

資料８    



甲賀市教職員住宅管理規則を廃止する規則 

甲賀市教職員住宅管理規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１１号）は、廃

止する。 

付 則 

この規則は、令和３年５月２６日から施行する。 

 



甲賀市信楽町江田教職員住宅位置図

信楽小学校

信楽中学校



 

 

 

議案第３９号 

甲賀市閉校施設の利用に関する要綱を廃止する要綱の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一   
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甲賀市閉校施設の利用に関する要綱を廃止する要綱 

甲賀市閉校施設の利用に関する要綱（平成２９年甲賀市教育委員会告示第６号）

は、廃止する。 

付 則 

この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

 



旧鮎河小学校位置図

旧鮎河小学校



議案第４０号 

 甲賀市人権・同和教育推進員規則の一部を改正する規則の制定について 

 上記の議案を提出する。 

   令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一  

資料１０ 
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甲賀市人権・同和教育推進員規則の一部を改正する規則 

 甲賀市人権・同和教育推進員規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第５条中「２年とする」を「翌年度の３月３１日までとする」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



1/1 

  甲賀市人権・同和教育推進員規則の一部を改正する規則 

甲賀市人権・同和教育推進員規則の一部を次のように改正する。 

改正案 現行 

（任期） （任期） 

第５条 推進員の任期は、翌年度の３月３１日までとする。ただし、再

任を妨げない。 

第５条 推進員の任期は、２年とする                  。ただし、再

任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、推進員が欠けた場合における補欠の推進

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



議案第４１号 

 甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

   令和３年５月２６日 

甲賀市教育委員会教育長  西 村 文 一  

資料１１  
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甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

甲賀市人権・同和教育推進員に別紙の者を委嘱することにつき、甲賀市人権・同

和教育推進員規則第４条の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。 






















